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キャンプ座間に関する協議会第１２回幹事会 

（ ま と め ） 

 

１ 日 時 平成２４年９月６日（木）１０３０～１２００ 

 

２ 場 所  座間市役所（３Ｆ庁議室） 

 

３ 出席者 

 (1) 南関東防衛局 

   深澤企画部長、竹内管理部長、伊藤地方調整課長 

 

 (2) 座間市 

   小俣副市長、沖本市議会副議長、大塚市基地返還促進等市民連絡協議会副会長、

佐藤企画財政部長 

 

 (3) 神奈川県 

   関根基地対策部長 

 

４ 会議の概要 

  ① 第４回代表幹事会について 

    第４回代表幹事会の議事内容について確認を行った。 

 

  ② 負担軽減策の具体化について 

    始めに、座間市から「キャンプ座間の一部返還に際し必要となる境界柵、ユー

ティリティの移設及び米軍家族住宅の整備の進捗状況について説明願いたい。」

との発言があり、南関東防衛局から「現在、キャンプ座間における米軍家族住宅

の整備工事を実施している。その他の整備については、工事の詳細について米側

と調整を行っており、今後、設計・工事を実施する。防衛省としては早期に返還

ができるよう、これらの整備について着実な実施に努めてまいりたい。」との説

明があり、座間市から「実際の返還に際し必要となる施設の整備に最大限の努力

を払い、返還時期を極力早めていただきたい。また、その進捗状況については、

適時適切な情報提供をお願いする。」との発言があった。 

次に、座間市から「陸自家族宿舎建設に係る調査・設計の進捗状況について説

明願いたい。」との発言があり、南関東防衛局から「陸自家族宿舎建設に係る調

査・設計については契約を終了しており、設計については来年３月末まで、調査

については本年９月末までが工期末となっている。調査業務については８月２０

日から現地ボーリング調査を開始し、９月１０日までに終了する予定である。敷

地造成工事の設計に際しては、座間市の跡地利用構想を踏まえ、返還予定地全体

の土量バランス等を考慮して実施することから、市と調整しながら進めたい。」

との説明があった。 

    次に、座間市から「陸自家族宿舎の上下水道等の整備についても、返還予定地



- 2 - 

の造成工事と同様、設計の段階から市と密接に協議していただきたい。」との発

言があり、南関東防衛局から「上下水道等の基盤整備についても、設計段階にお

いて座間市や関係機関と協議しながら進めたいと考えているので、ご協力をお願

いする。」との説明があった。 

    続いて、座間市から「病院誘致に関しては、できる限り早期に整備できる方策

を考えていただけるとのことだが、建設工事が可能となる時期についての見通し

は。」との発言があり、これに対して、南関東防衛局から「早期に整備できる方

策については、座間市が実施する病院誘致の進捗状況を十分伺い、それを踏まえ、

検討していく考えであるため、現時点で確たることを申し上げることは困難であ

る。」との説明があった。 

    次に、南関東防衛局から「病床数の確保や病院事業者の選定など病院誘致に関

する現在の進捗状況はどの様になっているのか。また、返還予定地は市街化調整

区域となっているが、病院建設は支障なく行えるのか。」との発言があり、座間

市から「病院誘致については、病床数の確保が前提となるため、平成２５年から

の県の新たな保健医療計画の中で病床数が確保できるよう要請、協議を重ねてい

る。また、誘致する病院のイメージについても内部的に検討を加えており、病床

数が確保できれば、速やかに病院の公募、選定に入りたいと考えている。返還予

定地については、市街化区域への編入はせず、市街化調整区域の位置付けを前提

に地区計画等の手法で、病院など都市施設の整備を推進していく考えである。」

との説明があった。 

    次に、座間市から「消防庁舎の建設等を盛り込んだ改訂返還跡地利用構想につ

いて、米側への内容説明はされたのか。」との発言があり、南関東防衛局から「改

訂返還跡地利用構想については、既に米側へ説明している。」との説明があった。 

    次に、座間市から「返還予定地は埋蔵文化財包蔵地に隣接しているが、今後の

工事等への影響はないのか。」との発言があり、南関東防衛局から「神奈川県か

らは、文化財調査のための試掘は必要ないとの確認を得ているが、敷地造成工事

の際に県が立会うこととなっている。仮に造成工事開始後に埋蔵文化財が発掘さ

れた場合、文化財保護法に基づく措置が必要となるが、その際は座間市へ情報提

供したい。」との説明があった。さらに、座間市から「返還予定地の土壌調査は

実施するのか。」との発言があり、南関東防衛局から「神奈川県知事に土地の形

質変更の届出を行い、県が土壌調査の要否を判断することとなっているので、そ

の結果を座間市にお知らせしたい。」との説明があった。これに対し座間市から

「市への情報提供については、よろしくお願いする。」との発言があった。 

 

    次回幹事会の開催日及び開催場所等については、事務局を通じて別途調整する

こととした。 

 

 (3) 閉会 

以 上  


